
＜ウイルス侵入防止対策＞
○ 衛生管理区域及び家きん舎に立ち入る場合、
手指消毒等の実施

○ 衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置
○ 衛生管理区域に立ち入る車両消毒等の実施
○ 家きん舎ごとの専用の靴の設置
○ 防鳥ネット、家きん舎壁面等の点検と修繕
○ 殺鼠剤や粘着シート等でねずみ及び害虫の駆除
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７月下旬に南樺太において
死亡野鳥（ウミスズメ科）で
高病原性鳥インフルエンザ
（H５亜型N1亜型）確認！！

飼養家きんに異状または死亡率の増加を認めた場合は、
速やかに家畜保健衛生所まで連絡を！

北海道根室家畜保健衛生所

T E L （ 開 庁 日 ） ：０１５３－７５－２４３９
TEL（緊急専用（土日祝日及び夜間））：０１５３－２４－０２５７
F A X ：０１５３－７５－２７３７

シギ・チドリ類など８月上旬から南樺太を経て
本道へ飛来するほか、秋には本地域がカモ類の飛
来ルートにもなるため、今後、本道へのウイルス
侵入リスクが高くなります。次の防疫対策を徹底
してください。


